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■ （給与）新年度データ作成・令和 8 年給与のポイント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２/２６(金) １２/２７（土） ～ １/４(日) １/５(月) 

時短営業 
（10:00～13:00） 

休み 
通常営業 

（10:00～17:00） 

 

 

 

 

 

年末調整が終わると、給与メニューの年度を繰り越して新年「令和 8 年」の給与計算を始めます。 

●●●  新年度データ作成の実行 

① 給与データ入力、賞与データ入力で最終支給の［締め処理］を行う。 

② 給与業務メニュー画面［業務（G）］-［給与（K）］-【新年度データ作成】 

■ 明日 12/24(水・夜)「源泉徴収票」メンテナンスを行います 

源泉徴収票印刷 令和 8 年分新様式への対応 

特定親族（特定親族特別控除）にかかる出力項目の変更に対応します。 

また、令和 8 年度（令和 7 年分）の eLTAX 対応ソフトウェア【PCdesk】に対応する CSV ファイルを作成できるようになります。 

■■■ サポートセンター 年末年始休業⽇のお知らせ ■■■ 

株式会社エヌエムシイ本社業務につきましても 12/26（金）13 時から 1/4（日）までを年末年始休業と

させていただきます。  

たいへんご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

＜ポイント＞ R7 年の年末調整が未完了でも実行可能 

給与メニューでは［年度切替］で切り替えた過去データを操作することが可能です。 

よって、新年度データ作成で年度を繰り越した後、R8 年 1 回目の給与入力と R7 年の年末調整を並行し 

て進めることができます。 

また、R7 年の年末調整における還付金（徴収金）を R8 年の給与/賞与へ連動することもできます。 

●●●  令和８年 給与の変更点 

令和 7 年税制改正に基づき、令和 8 年 1 月より源泉徴収税額表が改定されます。 

また、同じく令和 8 年 1 月より、従来の控除対象扶養親族は「源泉控除対象親族」とあらためられ、 

従来の控除対象扶養親族に加え 19 歳以上 23 歳未満で合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の親族も 

源泉控除の対象となります。 

＜ポイント＞「特定親族」がいる場合は確認・設定が必要 

19 歳以上 23 歳未満で合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の親族においては、社員情報設定にて、 

新区分「特親」ならびに源泉控除対象の設定を確認していただく必要があります。 


